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平成29年度集合狂犬病予防注射を行います

特産品｢まつぶし逸品｣の開発に参加する事業者を募集します

　狂犬病予防注射は､｢狂犬病予防法｣により必ず年1回､飼い犬に受けさせることが義務づけられています。
　町では､次の日程(雨天決行)で集合狂犬病予防注射を実施します。ご都合の良い日にお近くの会場でお受け
ください。

　松伏町の魅力を広く町外へ発信するまつぶしブランドの構築を目指して､町の地域資源である米･野菜など
を活用した特産品｢まつぶし逸品｣の開発を行います。開発にあたり事業にご協力いただける事業者を募集し
ます。
■募集期間/平成29年4月3日(月) ～ 5月19日(金)
■応募資格/町内に店舗又は事業所があり食品製造を行う事業者
■ 応募方法/ 募集期間内に環境経済課窓口へ応募書類をご提出ください。(FAX､メール､郵送等は受け付けま

せん。)
■開発期間/平成29年5月～平成30年3月末
　※ ｢募集要項｣及び応募書類は環境経済課窓口で配布しているほか､町ホームページからもダウンロード可能
です。

　※詳細は直接お問い合わせいただくか､｢募集要項｣をご覧ください。
　※ 応募いただいた事業者には､プレゼンテーションを実施していただきます。厳正なる審査を行い､1事業
者を決定します。

日　時 場　所

4月19日(水）
  9:30 ～ 10:30 田島集会所
11:00 ～ 12:00 赤岩農村センター
13:30 ～ 15:00 赤岩地区公民館

4月20日(木）
  9:30 ～ 10:00 水汲自治会集会所
10:30 ～ 12:00 北部サービスセンター
13:30 ～ 15:00 まつぶし緑の丘公園

4月21日(金）   9:30 ～ 11:30 ふれあいセンター
｢かがやき｣

13:00 ～ 15:00 松伏町役場

問合せ：環境経済課 生活環境担当　  991-1839･1840

問合せ：環境経済課 商工担当　  991-1854

※動物病院で受ける場合は､それぞれの動物病院が定める注射料金となります。

▶町内のおがわ動物病院､まつぶしパレア動物病院
　 動物病院で注射済票を交付しますので､動物病院
に｢お知らせ｣のハガキを提出してください。
　(手数料550円)
  動物病院での支払い：注射料金(※)+手数料550円

▶町外の動物病院(獣医師)
　 動物病院で注射済証明書を発行してもらい､環
境経済課へお持ちください。注射済票を交付
します。
　動物病院での支払い：注射料金(※)
　役場での支払い：手数料550円

動物病院で狂犬病予防注射を受けさせる方へ

■ 費用/3,300円(注射手数料2,750円､注射済票
交付手数料550円)
■ 持ち物/｢お知らせ｣のハガキ(犬の登録が済ん
でいる方に､3月下旬に送付)､フンを処理する
用具
■ 予防注射ができない犬/生後90日以内･体調が
悪い･妊娠中
■ その他/新規に登録する犬
は､登録手数料3,000円が
別途必要です。鑑札を交付
します。

【参考】開発手法
　産(商工会)､官(町)､学(大学生等)､農(町内農業者等)､言(地元マスメディア)が連携する会議を立ち上げ､意
欲のある事業者の公募､選定を行い､会議に事業者を加えた検討会を組織します。その後､検討会において
作成した試作品を町内外で複数のイベントへ出品し､アンケートや投票によって広く意見を収集します。
　収集した意見を基に検討会で更に試作を重ね､開発された商品の名称についても公募を行うことで､町の
地域資源を活用した｢まつぶし逸品｣をみんなでプロデュースします。
　また､開発段階から完成まで､地元マスメディアとのタイアップによる広報活動も積極的に行う予定で
す。
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